
介護予防ケアマネジメント及び短期集中型サービスの

見直しに係る説明会

令和８年２月２日（月）

介護予防ケアマネジメント及び

短期集中型サービスの見直しについて

広島市健康福祉局高齢福祉部

地域包括ケア推進課
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はじめに

説明会のねらい

自 立 支 援 の 取 組 や 今 回 の 見 直 し の 趣 旨 に つ い て 正 し く

理 解 し た 上 で 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、 居 宅 介 護 支 援

事 業 所 、 短 期 集 中 型 サ ー ビ ス 実 施 事 業 者 、 行 政 が 一 体

となって取組を推進し、今後の課題に対応していきたい

スライド上の表記について

地域包括支援センター等： 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所

サービス事業者 ： 短期集中型サービス実施事業者



01 現行の取組状況

02 見直しの背景

03 見直しの目的

04 見直しの内容

（介護予防ケアマネジメント）

05 見直しの内容
（短期集中型サービス）
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卒業に関するケアマネジメントとは

・自立支援に資するケアマネジメントを評価する地域包

括支援センター等へのインセンティブ

・生活機能等の改善により介護保険サービスの利用を終

了した者に対し、一般介護予防事業への参加や自主的

な介護予防の取組に移行し、主体的に継続するための

ケアマネジメントを行い、その取組が３か月以上継続

している場合に742単位（7,939円）を請求可能

自立支援に資する介護予防の取組として、

短期集中型サービス、卒業に関するケアマネジメントを推進
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現行の取組状況・広島市における自立支援の取組

広島市における自立支援の取組

・自立支援は介護保険制度の基本理念

・対象者の状態像に応じて改善を図り、

改善した場合は地域へのつなぎを図る

・「短期集中型サービス」及び「卒業に

関するケアマネジメント」は、自立支援

において重要な取組

短期集中型サービスとは

・自立支援・重度化防止を目的とした総合事業のサービス

・専門職が３～６か月の短期間に集中的な支援を行う

・広島市では、短期集中予防支援訪問サービス、短期

集中運動型デイサービス、短期集中通所口腔ケサー

ビスを実施し、運動・栄養・口腔機能などに幅広く

アプローチ
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介護予防の取組により要介護認定率は減少傾向

現行の取組状況・広島市における介護予防の取組の効果
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介護予防の取組により要介護認定率は全国的に減少傾向

現行の取組状況・全国的な介護予防の取組の効果

国資料
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介護予防の取組に効果があることが近年検証されている

現行の取組状況・全国的な介護予防の取組の効果

国資料
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短期集中型サービスは効果的な取組として国の検討会で紹介

現行の取組状況・短期集中型サービスの効果

大分県の事例：「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（第2回）資料4
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大分県では「自立支援サイクル」の構築に向けて取組

現行の取組状況・短期集中型サービスの効果

大分県の事例：「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（第2回）資料4
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短期集中型サービスの利用で要介護リスク・介護給付費が減少

現行の取組状況・短期集中型サービスの効果

大分県の事例：「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（第2回）資料4
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短期集中型サービスにより介護サービスの利用者増加が抑制

現行の取組状況・短期集中型サービスの効果

生駒市の事例：「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会（第2回）資料4
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国資料
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今後は要介護リスクの高い８５歳以上人口が急増

見直しの背景・全国の介護保険をとりまく状況
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現役世代は急減し介護人材（専門職）の不足が深刻化

見直しの背景・全国の介護保険をとりまく状況

国資料



国は介護保険制度の持続可能性の確保を見据え、

サービスを充実し、介護予防を推進するための見直しを検討
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見直しの背景・国の見直しの背景と方向性

目指す姿

国の見直しの方向性

課題

持続可能な介護保険制度
介護人材不足が深刻化

・要介護者の増加

・生産齢人口の減少

多様なサービス・活動の充実（サービスの供給↑）

介護予防の推進（介護保険サービスの需要↓）



地域支援事業実施要綱等を改正し、高齢者の選択を支援する

ための介護予防ケアマネジメントを推進（令和６年８月）
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見直しの背景・地域支援事業実施要綱等の改正の概要

●介護予防ケアマネジメント実施要領（「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支
援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について」の別紙１「介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業）の実施について」）

１．「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」における議論の内容を踏まえ、介護予防ケアマネジメントについて、地域
包括支援センターの計画の策定に係る業務負担軽減の視点も踏まえつつ、医療・介護専門職の適切なかかわりあいのもとで「高齢者の
選択」を適切に支援する観点から、

・介護予防ケアマネジメント計画の策定が法令等において必須である場合を整理するとともに、
・介護予防ケアマネジメント計画の策定業務以外の、介護予防ケアマネジメントに含まれる
業務範囲を明確化。

２．全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律（令和５年法律第31号）による改正後の
介護保険法（平成９年法律第123号）の施行により指定介護予防支援事業者の指定について、新たに指定居宅介護支援事業者が指定を受け
て実施できることに伴い生じる指定介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの行き来に関する対応についての対応例を記載。

３．その他用語の定義や文言の修正等

●地域支援事業実施要綱
●介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン
１．介護保険法・介護保険法施行令・介護保険法施行規則等の法令改正関係
２．「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」・「介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ

有効な実施を図るための指針」の改正関係
３．「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」を踏まえた改正
⑴ 総合事業のうち補助・助成等による実施の場合に居宅要支援被保険者等以外の利用者がいる場合の対象経費の計算方法の見直し

⑵ 高齢者の選択を支援する目標指向型の介護予防ケアマネジメントの明確化
⑶ 生活支援体制整備事業における「住民参画・官民連携推進事業」の新設
⑷ 事業評価の留意事項の更新

４．各事業における事業内容の変更
５．その他、全体の校正や語句修正等

出典：令和６年度地域支援事業実施要綱等の改正点について（令和６年８月５日事務連絡 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課）
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見直しの背景・地域支援事業実施要綱等の改正の概要

出典：令和６年度地域支援事業実施要綱等の改正点について（令和６年８月５日事務連絡 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課）

国資料

①ケアマネジメントＢは、ケアプランの省略等が可能

②短期集中型サービス（サービス・活動Ｃ）は、ケアマネジメントＡから
Ｂに変更
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見直しの背景・地域支援事業実施要綱等の改正の概要

出典：令和６年度地域支援事業実施要綱等の改正点について（令和６年８月５日事務連絡 厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課）

ケアプラン不要は、ケアマネジメントの軽視ではない

アセスメントの重要性が増すのが今回の改正の趣旨

国資料



国は利用調整に係るプロセスの簡略化を通じて、短期集中型

サービスを含む多様なサービス・活動の利用を促進
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見直しの背景・地域支援事業実施要綱等の改正の概要

ケアプラン要

（ケアマネジメントＡ）

従前相当サービス

多様な主体による
サービス・活動

住民主体による
サービス・活動

短期集中型サービス

ケアプラン不要

（ケアマネジメントＢ）
（ケアマネジメントＣ）
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広島市でも今後は要介護リスクの高い８５歳以上人口が急増

見直しの背景・広島市の介護保険をとりまく状況



自立支援の取組が十分に進んでいない

短期集中型サービス

① 現状の課題

・ 利用者数が減少傾向

・ 取組状況の地域差が大きい

② 理由

・ 利用期間が短いため、地域包括支援

センター等にとって収益につながり

にくい

・ 圏域内にサービスを提供する事業所

が少ない

見直しの背景・現状の課題と理由
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卒業に関するケアマネジメント

① 現状の課題

・ 請求件数が横ばい

・ 取組状況の地域差が大きい

② 理由

・ 算定要件が厳格である

・ 利用者や家族に自主的な介護予防の

取組の必要性を理解してもらうこと

が難しい

R3 R4 R5

231人
206人

142人

R3 R4 R5

83件

127件

75件
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国の
見直し

広島市独自の
見直し

介護予防ケアマネジメントの見直し

・短期集中型サービスをケアマネジメントＢに設定

・ケアマネジメントＢのプロセスの簡略化

介護予防ケアマネジメントの見直し

・ケアマネジメントＢにおける加算の創設

・卒業に関するケアマネジメントの算定要件の緩和

短期集中型サービスの見直し

・卒業に関するケアマネジメントを実施した場合の
サービス事業者を対象とした加算の創設

市民

事業者 保険者

市民 その人らしい自立した生活の実現

事業者 自立支援に取り組みやすい環境で対象者を支援

保険者 介護給付費が削減され介護保険制度の持続可能
性を確保
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制度の簡略化やインセンティブにより自立支援の取組を促進

見直しの目的・見直し内容と目指す姿

見直し内容

目指す姿

×
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介護予防ケアマネジメントの見直し内容一覧

① 介護予防ケアマネジメントの類型の見直し
（短期集中型サービスをケアマネジメントＢに設定等）

② ケアマネジメントＢのプロセスの簡略化

③ ケアマネジメントＢにおける加算の創設

④ 卒業に関するケアマネジメントの算定要件の緩和

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・見直し内容一覧
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サービス・活動Ｃの短期集中型サービスは、ケアマネジメントＢに変更

サービス・活動Ａは、ケアマネジメントＡに変更
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見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・①介護予防ケアマネジメントの類型の見直し

考え方

サービス・活動Ｃ
（短期集中型サービス）

地域包括支援センターの業務負担軽減を図り、対象者を適切にサービスにつなげることが大切
との考えの下、ケアマネジメントＢの対象サービスとする。

サービス・活動Ａ
国改正に従い、ケアマネジメントＡの対象サービスとする。（「ケアプランと第１号事業費が
連動する場合」のサービス・活動Aは、ケアマネジメントAの対象サービスとなる。）

現 状

ケアマネジメントＡ
（原則的なケアマネジメント）

ケアマネジメントＢ
（簡略化したケアマネジメント）

ケアマネジメントＣ
（初回のみのケアマネジメント）

従前相当サービス
訪問介護サービス

１日型デイサービス

サービスＣ
短期集中予防支援訪問サービス

短期集中運動型デイサービス

短期集中通所口腔ケアサービス

多様な主体による緩和型サービスＡ
生活援助特化型訪問サービス

短時間型デイサービス

サービスＢ
住民主体型生活支援訪問サービス

見直し後

ケアマネジメントＡ
（原則的なケアマネジメント）

ケアマネジメントＢ
（簡略化したケアマネジメント）

ケアマネジメントＣ
（初回のみのケアマネジメント）

従前相当サービス
訪問介護サービス
１日型デイサービス

サービス・活動Ａ
生活援助特化型訪問サービス
短時間型デイサービス

サービス・活動Ｃ
短期集中予防支援訪問サービス
短期集中運動型デイサービス
短期集中通所口腔ケアサービス

サービス・活動Ｂ
住民主体型生活支援訪問サービス

対象：地域包括支援センター等



ケアマネジメントＢのプロセスを簡略化し、

短期集中型サービスへのつなぎを促進
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見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化

アセス
メント

ケアプラン
原案作成

サービス
担当者会議

利用者への
説明・同意

ケアプラン原案
確定・交付

サービス
提供

モニタ
リング

評価

現 状

見直し後 ー
事業者との
連携で可

アセスメント等
の際に、同意を

得ておく。
ー

定期的な
活動状況
の把握等

ー

ケアマネジメントＢの簡略化の内容

・ケアプランの作成を省略

・サービス担当者会議を簡略化

・モニタリングを簡略化

参考：ケアマネジメントＢの対象サービス

・短期集中予防支援訪問サービス

・短期集中運動型デイサービス

・短期集中通所口腔ケアサービス

対象：地域包括支援センター等



① アセスメント

相談内容を踏まえて「利用者基本情報」「基本

チェックリスト」「広島市版アセスメントシー

ト」を活用しアセスメントを行う。

② 利用者への説明・同意

アセスメントの結果、短期集中型サービスの利用

が妥当と判断した場合は、アセスメントで把握し

た支援方針を本人に説明した上で、サービス内容

の説明・目標の共有を行い、同意を得る。

さらに、サービス事業者と連携し支援することに

ついて伝える。

※アセスメントと同日でも別日でも可。

③ サービス事業者との連携

「基本チェックリスト」、「利用者基本情報」、

「アセスメントシート」、「利用依頼書（任意）」

を事業者と共有する。

地域包括支援センター等とサービス事業者との間

で、利用者の目標等について確実に情報共有した

上でサービスを提供すること。

見直し後の具体的な業務フロー

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：業務フロー
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① アセスメント

② 利用者への説明・同意

③ サービス事業者との連携

サービス利用開始

④ 定期的な活動状況の把握

⑤ ケアマネジメント費の請求

⑥ 今後の支援について検討

サービス利用終了



⑥ 今後の支援について検討

今後の支援について、サービス事業者と連携し、

利用者と面談の上、検討する。

利用者のできることを見極め、適切な支援を検討

すること。

サービス終了後も利用者が社会参加できるよう働

きかけを行う。

※評価表の作成は不要。

④ 定期的な活動状況の把握

少なくとも毎月１回、以下のいずれかを実施する

ことにより活動状況を把握し、支援経過記録に記

入する。

・サービス事業者からの報告書の確認

・サービス事業者からの聞き取り

・利用者からの聞き取り

※利用者の状況変化等があった際は、サービス事

業者から地域包括支援センター等に連絡する。

見直し後の具体的な業務フロー

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：業務フロー
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① アセスメント

② 利用者への説明・同意

③ サービス事業者との連携

サービス利用開始

④ 定期的な活動状況の把握

⑤ ケアマネジメント費の請求

⑥ 今後の支援について検討

サービス利用終了



地域包括支援センター等

利用者の目標等を正しく把握し、サービス事業者が理解

できるようにアセスメントシートに落とし込む。

利用者の目標等はアセスメントシートにまとめ、

関係者が同じ内容を把握できるようにする

31

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：目標等の共有方法

サービス事業者

アセスメントシートから利用者の目標等を正しく把握し、

短期集中型サービスにおける個別プランに反映する。

特に大切な項目

★生活機能の低下を起こしている背景・要因、 ★本人の思いや希望、 ★家族の思い、希望や意向、 ★支援方針



地域包括支援センター等
収集した情報から、生活機能の低下を起こしている背景・要

因について、【個人因子】と【環境因子】に分けて分析する。

「できること・強み」も併せて記載することで、本人の意欲

を高めることにもつながる。

サービス事業者
生活機能の低下を起こしている背景・要因を把握した上で、

個別プランを作成する。

「できること・強み」にも着目し、今ある能力を活かした支

援を行うことで、本人の自立度や意欲の向上につなげる。

★生活機能の低下を起こしている背景・要因には、

「できること」・「強み」も記載する

32

※健康状態、生活機能（心身機能・構造、活動、参加）、生

活歴など個人的な要因を記載する。

・膝痛はあるが、病院にはタクシーで行くことができる。

・膝痛はあるが、椅子を使用し簡単な調理や洗濯など家事を

工夫しながらできる。

・高血圧・高脂血症があり、悪化予防のため、栄養バランス

の良い食事や塩分控えめを心がけている。

・性格は明るく、家族・近所との関係は良好である。

・膝痛により、５分以上続けて歩くことができない。

・基本チェックリストでうつの項目に該当があり、膝痛から

が外出や家事に対する不安が大きい。

・基本チェックリストで口腔機能の項目に該当があり、歯科

受診をしていない。

※家族、経済状況、住まい、住居環境、社会資源など本人を取り巻

くあらゆる状況など環境的な因子を記載する。

・自宅から４５０ｍ先の集会所で、地域介護予防拠点（いきいき百

歳体操などを実施している場所）をしている。

・家族関係が良好であり、何かあった時に支援を得ることができる。

・玄関の２０ｃｍの上り框がある。

・浴槽が深い。

・カラオケ喫茶店と公民館までは６００ｍ、集会所までは４５０ｍ

ある。

・団地であり、急な坂がある。

・自宅から５００ｍ先にバス停がある。

・夫は８０歳で運転免許返納した。

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：アセスメントシート記載例



サービス事業者

本人の目標を把握し、目標達成に向けた個別

プランを作成し、支援を行う。

卒業を見据えた目標の場合は特に、サービス

開始時から卒業を見据えた働きかけを行う。

地域包括支援センター等

本人の意向に加え、家族がどのように思っているのか、希望や意

向を確認しながら、本人の意欲を高める働きかけをする。

自立に向けた本人の意欲を高めるため、生活機能の改善後のイ

メージを伝え、どのような生活を送りたいか確認しながら、可能

な限り卒業を見据えた目標設定につなげる。

★本人の思いや希望を踏まえ、可能な限り卒業（自立した生活）

を見据えた目標設定につなげる

33

・約半年程度カラオケ喫茶店に行っていないため、膝が良くなったらまた通って歌謡曲を歌いたい。

・公民館の洋裁教室やサロンにも行きたい。

・オシャレして家族と温泉旅行に行きたい。

リハビリだと思って家事を続ける。

夫、長女にすべて任せないようにできるだけ自分でするように心がけている。

高血圧、高脂血症が悪化しないようにバランスのよい食事管理を心がけてい

るつもり。

膝の負担も軽減するために、痩せないといけないと思う気持ちはある。

夫：今まで妻に任せっきり

だったが手伝えることは少な

いが、できる家事はしたい。

温泉旅行に行きたい。

長女：膝が良くなって、カラ

オケ喫茶店にまた行ってほし

い。

歌がうまいからまたカラオケ

喫茶店で披露してほしい。

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：アセスメントシート記載例

33

✔



★支援方針は、できないことを補完するだけでなく、可能な限

り自立した生活ができるような方策を検討した上で記載する

34

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：アセスメントシート記載例

① 膝の痛みを軽減するために、定期受診を継続し、運動の継続・体重管理を行う（BMI〇〇、体重〇〇kg以下）。

② 高血圧症、高脂血症の悪化予防のために、定期受診を継続し、食事管理を行う。

③ 運動の機会を作り、下肢筋力やバランス向上を図り、公民館やカラオケ喫茶店まで歩いて行けるように体力をつける。

④ 歯科受診を行い虫歯や歯周病の早期発見・治療し、口の渇きや飲み込み等の口腔機能の改善につなげる。

地域包括支援センター等

生活機能低下を起こしている個人因子、環境因子と本人の希望や思いを踏ま

え、支援方針を立てる。（支援方針は優先順位の高いものから記載する。）

できないことを補完するだけでなく、可能な限り自立した生活ができるよう

な方策を支援方針に盛り込むことが重要。

支援方針を定めるに当たり、適切な情報収集と要因分析が重要となる。

サービス事業者

短期集中型サービスだけでなく、

全体の支援方針を確認した上で、

支援方針に沿った働きかけを行う。



ケアマネジメントＢは、地域包括支援センターの評価に関わる介護予防

ケアマネジメント担当件数に算入しないことでサービスの利用を促進

35

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：担当件数に関する変更

考え方

・介護予防ケアマネジメント担当件数の上限は、委託事業を十分かつ適切に実施できるように、広島市地域包括支援セン

ター運営協議会の意見等を踏まえ、本市が設定しているものである（委託職員１人当たり月２４件）。

・現在の短期集中型サービスの利用件数が少ないことや、ケアプランを作成しないケアマネジメントＣについては担当件数

に算入していないこと等を考慮し、短期集中型サービスの利用促進を図る観点から、ケアマネジメントＢは担当件数に算

入しないこととする。

見直し前 見直し後

介護予防支援

ケアマネジメントＡ

ケアマネジメントＢ

介護予防支援

ケアマネジメントＡ

算入対象の介護予防ケアマネジメント



他のサービス（住民主体型生活支援訪問サービスを除く）と

併用する場合は、簡略化の対象外となるので注意が必要

36

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・②ケアマネジメントＢの簡略化：留意事項

簡略化したケアマネジメント（ケアマネジメントＢ）の対象について

従前どおり

（介護予防支援・ケアマネジメントＡ）

簡略化

（ケアマネジメントＢ）

・介護予防サービスと併用
・介護予防訪問看護

・介護予防通所リハビリテーション

・介護予防福祉用具貸与

・介護予防小規模多機能型居宅介護

・介護予防認知症対応型通所介護 など

・サービス・活動事業と併用（住民主体型
生活支援訪問サービスを除く）
・訪問介護サービス

・生活援助特化型訪問サービス

・１日型デイサービス

・短時間型デイサービス

・短期集中型サービスのみを利用

・住民主体型生活支援訪問サービスと併用



留意事項

・介護予防支援、ケアマネジメントＡにより短期集中型

サービスの利用に至った場合（住民主体型生活支援訪

問サービス以外のサービスと併用して利用した場合）

は算定不可（介護予防支援、ケアマネジメントＡには

市町独自の加算設定はできない）

・初回加算、委託連携加算との同時請求は可能

ケアマネジメントＢにおける加算を創設し、

短期集中型サービスへのつなぎを促進

37

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・③ケアマネジメントＢにおける加算の創設

名称

短期集中予防支援加算

算定要件

ケアマネジメントＢを実施し対象者が短期集中型サービスを利用した場合に初月のみ算定

単位数

３００単位

加算創設の考え方

短期集中型サービスの利用が低調な理由として、短期集

中型サービスが他の総合事業のサービスと比べ短期間の

利用であるにも関わらず、１件の利用調整に係る報酬が

同額に留まることが、積極的な利用の妨げになっている

と考えられる。このため、短期集中型サービスの利用調

整に係る報酬として、新たな加算を創設する。

対象：地域包括支援センター等



自主的な介護予防の取組について

介護予防ケアマネジメントの目標に即した取組であり、以下の全

ての項目に該当する場合をいう。

① 認知機能や運動機能の維持改善に資する取組であること

② 他者（家族以外の人）と交流があること

③ おおむね週１回以上取り組んでいること

※これまで、仕事やボランティア活動については、関係者以外と

の月１回以上の交流が含まれる活動に限っていたが、令和８年

４月以降は、仕事やボランティア活動の関係者であっても①～

③の全てに該当する場合は「自主的な介護予防の取組」として

取り扱う。

卒業に関するケアマネジメントの算定要件を緩和し、

卒業に向けて取り組む意欲の喚起を後押し

38

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・④卒業に関するケアマネジメントの算定要件の緩和

現在の算定要件

介護予防支援又はケアマネジメントＡ若しくはケアマネジメントＢを実施し、生活機能等が改善したこ

とにより、全ての介護予防サービス（居宅療養管理指導及び特定福祉用具購入費支給を除く。）及び地域

密着型介護予防サービス並びに介護予防・生活支援サービスの利用を終了した居宅要支援被保険者等が、

一般介護予防事業への参加やその他の自主的な介護予防の取組に移行し、主体的に継続するためのケアマ

ネジメントを行うこと。

ただし、当該取組が３か月以上継続している場合に限るものとし、また、過去１年以内に当該介護予防

ケアマネジメントを行った利用者に対して実施することはできない。

変更内容

取組の継続期間を「３か月以上」から、

「１か月以上」に緩和する。

算定要件緩和の考え方

「卒業に関するケアマネジメント」の利用が低調な

理由として、算定要件が必要以上に厳格であること

が考えられる。まずは、卒業に向けて取り組む意欲

の喚起を後押しするため、算定要件を緩和する。

対象：地域包括支援センター等



見直し後の介護予防ケアマネジメントの類型

見直しの内容（介護予防ケアマネジメント）・まとめ

39

ケアマネジメントＡ
（原則的なケアマネジメント）

ケアマネジメントＢ
（簡略化したケアマネジメント）

ケアマネジメントＣ
卒業に関する

ケアマネジメント

対象サービス

・訪問介護サービス
・１日型デイサービス
・生活援助特化型訪問
サービス

・短時間型デイサービス

・短期集中予防支援訪問
サービス

・短期集中運動型デイ
サービス

・短期集中通所口腔ケア
サービス

・住民主体型生活支援訪
問サービス

・一般介護予防事業（※1）

実施内容

アセスメントを行い、ケア
プランを作成

併せて対象サービスの利用
調整を実施

アセスメントを行い、対象サービスの利用調整を実施

介護保険サービスの利用を
終了した者に対して、一般
介護予防事業への参加やそ
の他の自主的な介護予防の
取組に移行し、主体的に継
続するためのケアマネジメ
ントを実施
※取組が１か月以上継続し
ている場合のみ

１か月に１回モニタリング
（面接は３か月に１回）

サービス担当者会議及び

モニタリングは簡略化して
実施

サービス利用中に再度ケア
マネジメントが必要になっ
た場合は、サービス実施団
体が地域包括支援センター
に連絡

委託料

月４４２単位（4,729円）

月７４２単位（7,939円）・初回加算３００単位（3,210円）
・委託連携加算３００単位（3,210円）

短期集中予防支援加算
３００単位（3,210円）

※ 類型の異なる複数のサービスを利用する場合は、Ａ＞Ｂ＞Ｃの順で、より上位のケアマネジメントを適用

※1  一般介護予防事業（地域介護予防拠点、高齢者地域交流サロン、認知症カフェ）については、介護予防ケアマネジメントを経ず
に利用することも可能



01 現行の取組状況

02 見直しの背景

03 見直しの目的

04 見直しの内容

（介護予防ケアマネジメント）

05 見直しの内容
（短期集中型サービス）

40



加算額

７，９３９円（卒業に関するケアマネジメントと同額）

加算創設の考え方

利用者が介護保険サービスの利用を終了し、一般介護予防事業への参加やその他の自主的な介護予防の取組に移行するため

には、地域包括支援センター等からの働きかけだけでなく、サービス事業者からの働きかけも不可欠であることから、地域

包括支援センター等と協力した自立支援の取組を促進するため、サービス事業者に対して「卒業に関するケアマネジメント」

と同等の加算を創設する。

対象

短期集中型サービス

（短期集中予防支援訪問サービス、短期集中運動型デイサービス、短期集中通所口腔ケアサービス）

加算を創設し、自立支援に資する取組を促進

見直しの内容（短期集中型サービス）・加算の創設

41

名称

卒業加算

算定要件

短期集中型サービスの利用により生活機能等が改善し、地域包括支援センターが利用者に対

して卒業に関するケアマネジメントを実施するに至った場合

対象：サービス事業者



自立に向けた視点

・利用者の目標達成に向けたサービス実施

・短期集中型サービスの「セルフケアプログラム」を踏まえたセルフマネジメント能力向上

・地域資源へのつなぎを意識した働きかけ（地域包括支援センター等と協力）

卒業加算の算定イメージ

一般介護予防事業への参加
・地域介護予防拠点
・地域高齢者交流サロン
・認知症カフェ

または

自主的な介護予防の取組

①認知機能や運動機能の維持改善に資する取組であること

②他者（家族以外の人）と交流があること

③おおむね週１回以上取り組んでいること

１か月以上継続

自立支援にはサービス事業者からの働きかけも重要

見直しの内容（短期集中型サービス）・加算の創設：サービス事業者からの働きかけ

42

短
期
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中
型
サ
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用
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卒業に関するケアマネジメント



卒業加算請求の流れ

留意事項

卒業加算の対象者は、令和８年４月１日以降に短期集中型サービスの利用を終了した者に限ります。

卒業加算請求の流れについて

見直しの内容（短期集中型サービス）・加算の創設：請求の流れ
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Ｎ月 Ｎ＋１月 Ｎ＋２月 Ｎ＋３月

利用者

短期集中型サービス
利用終了

（全ての介護保険サービス
の利用終了）

一般介護予防事業への参加
または

自主的な介護予防の取組
（１か月以上継続）

（取組継続）

地域包括支援
センター

卒業に関するケアマネジメントの請求
※ケアマネジメント結果票を地域支えあい課に提出
※ケアマネジメント結果票の写しをサービス事業者に
提供

サービス事業者
短期集中型サービスの
サービス提供終了

卒業加算の請求
※実績報告書（様式５）とケアマネジメント結果票の

写しを地域包括ケア推進課に提出



見直し前

見直し前後の業務フロー

見直しの内容：まとめ

44

見直し後（ケアマネジメントＢの場合）

アセスメント

利用者への説明・同意

ケアプラン原案作成

サービス担当者会議 サービス事業者との連携

利用者への説明・同意

ケアプランの決定・交付

サービス提供開始（初回は事前アセスメントを実施し、２回目までに個別サービス計画の作成）

モニタリング 定期的な活動状況の把握

介護予防支援費・ケアマネジメント費の請求 ケアマネジメント費の請求（初月は加算あり）

サービス提供終了（最終回に事後アセスメント・評価を実施）

今後の支援について検討（サービス評価表の作成） 今後の支援について検討

介護保険サービスの利用を終了した後、一般介護予防事業への参加や自主的な介護予防の取組へ移行した場合

卒業に関するケアマネジメントの請求
（取組が３か月以上継続した場合）

卒業に関するケアマネジメントの請求
（取組が１か月以上継続した場合）

卒業加算の請求

地域包括支援センター等

サービス事業者

利用者



見直しに係るマニュアルは令和８年３月下旬までに案内予定
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今後のお知らせ

対象マニュアル

・介護予防ケアマネジメント実施マニュアル

・短期集中型サービス～地域包括支援センター向け事務マニュアル～

・広島市短期集中型サービス実施事務マニュアル

（短期集中予防支援訪問サービス）

・広島市短期集中型サービス実施事務マニュアル

（短期集中運動型デイサービス）
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御清聴ありがとうございました。

関係者全員が一体となって、自立支援に

資する取組を促進していきましょう


